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長

河

野

洋

平
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院
議
員
近
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昭
一
君
提
出
建
築
基
準
法
第
四
十
二
条
第
一
項
で
定
義
さ
れ
る
「
道
路
」
の
解
釈
に
関
す
る
質
問
に
対

し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
近
藤
昭
一
君
提
出
建
築
基
準
法
第
四
十
二
条
第
一
項
で
定
義
さ
れ
る
「
道
路
」
の
解
釈
に
関
す
る
質
問
に

対
す
る
答
弁
書

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
道
路
は
、
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年

法
律
第
百
八
十
号
）
に
よ
る
道
路
等
で
あ
っ
て
そ
の
幅
員
が
原
則
と
し
て
四
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
を
い
う
が
、
い
ず
れ
に
し

て
も
、
個
別
の
道
路
が
同
項
に
規
定
す
る
道
路
に
該
当
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
個
々
の
実
態
に
応
じ
て
特
定
行
政
庁
に
お

い
て
適
切
に
判
断
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。


